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残暑が厳しいなか、皆様いかがお過ごしでしょうか。8月は全ユニットでレクリエーションがありました。
ほんの一部ですがレクリエーション風景をお届けします。

また、令和2年9月から新たに介護職員等特定処遇改善加算を取得することとなりました。加算の内容につきましては下記のとお

りになります。お手数をおかけしますが同封されている同意書に記名押印し、一部は施設へ、もう一部はお客様控えとして保管く
ださい。

※介護職員等特定処遇改善加算について

特定処遇改善加算は、技能・経験のある

介護職員の処遇改善を目的とする制度で
す。勤続年数10年以上の介護福祉士に対

して処遇改善を行うという方針で、利用者
様の介護保険給付対象サービス料金の
2.7％分を9月から加算させていただきます。


